
○岸和田市男女共同参画研修参加補助金交付要綱 

 

(趣旨) 

第１条　この要綱は、市民が男女共同参画に関する研修(以下「研修」という。)に参加するために要

する費用の補助に関し、必要な事項を定めるものとする。 

(定義) 

第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）市民　岸和田市男女共同参画推進条例（平成 22年 12 月 20 日条例第 34号）第２条第２号に

規定する者をいう。 

（２）交通費　最も経済的な通常の経路及び方法により研修開催場所まで旅行する場合の交通費を　　　　 

　　いう。 

（３）宿泊費 宿泊を伴う研修において、研修の主催者が研修開催要領等で示す宿泊費をいう。 

（４）参加負担金 研修の主催者が研修開催要領等で示す研修に参加するために必要な研修参加者 

が負担すべき費用（資料代を含む。）をいう。 

（補助対象の研修） 

第３条　補助の対象となる研修は、次に掲げるものとする。 

（１）独立行政法人男女共同参画機構で行われる研修で、市長が認めるもの 

（２）日本女性会議 

（３）男女共同参画に関し先進的に取り組んでいる地方自治体、団体又は関係施設等に対する視察

研修で、市長が認めるもの 

（４）その他市長が認めるもの 

（補助対象者) 

第４条　補助金の交付を受けることができるものは、次に該当する者とする。 

　前条に定める研修に参加した市民 

２　市長は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助の対象としない。 

（１）　暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力

団員をいう。) 

（２）　暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者 

ア　暴力団又は暴力団員に経済上の利益や便宜を供与している者 

イ　暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係

を有している者 

（補助対象経費） 

第５条　補助の対象となる経費は、交通費、宿泊料、参加負担金とする。この場合において、交通費

及び宿泊料は、岸和田市職員旅費条例（平成 10 年３月 20日条例第８号）の一般職の職員の例によ

り算定した額を上限とする。 

（補助金の額） 

第６条　補助金の額は、前条に定める補助対象経費の合計の２分の１以内（ただし、上限は 10,000 円）

とする。なお、補助金の額は予算の範囲内とする。 

（交付申請） 

第７条　補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、岸和田市男女共同参画研修

参加補助金交付申請書（様式第１号）により市長に申請しなければならない。 

[様式第１号]  



（交付決定） 

第８条　市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査のうえ、交付の可否を決定し、

その結果を岸和田市男女共同参画研修参加補助金（不）交付決定通知書（様式第２号）により申請

者に通知するものとする。 

[様式第２号] 

（交付申請の取下げ） 

第９条　前条による交付決定の通知を受けた者(以下「補助金交付決定者」という。)は、研修参加の

中止等により補助金交付の申請を取り下げようとするときは、岸和田市男女共同参画研修参加補助

金交付申請取下書（様式第３号）を市長に提出しなければならない。 

[様式第３号] 

２　前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請にかかる補助金の交付の決定はなかっ

たものとみなす。 

（実績報告） 

第 10 条　補助金交付決定者は、研修終了後、速やかに岸和田市男女共同参画研修参加補助金実績報告

書（様式第４号）により市長に報告しなければならない。 

[様式第４号] 

（確定及び通知） 

第 11 条　市長は、前条の規定による報告があったときは、これを審査して交付すべき補助金の額を確

定し、補助金の額（以下「補助金確定額」という。）を岸和田市男女共同参画研修参加補助金確定通

知書（様式第５号）により補助金交付決定者に通知するものとする。 

[様式第５号] 

（交付請求等） 

第 12 条　補助金確定額の通知を受けた補助金交付決定者は、岸和田市男女共同参画研修参加補助金交

付請求書（様式第６号）により市長に補助金の交付を請求しなければならない。 

[様式第６号] 

（交付決定の取消し又は返還） 

第 13 条　市長は、補助金交付決定者が次の各号のいずれかに該当する行為をしたと認めるときは、当

該補助金に係る交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部又は全額の返還を求めなけれ

ばならない。 

(１)　虚偽の申請をしたとき。 

(２)　補助金の交付の条件に違反したとき。 

(３)　補助決定研修に参加しなかったとき。 

(４)　第４条第２項各号のいずれかに該当することが判明したとき。 

(５)　その他この要綱の規定に違反する行為をしたとき。 

[様式第７号] 

（次期補助金の交付） 

第 14 条　当該補助金の交付を受けた者は、交付決定の属する年度末までは新たに交付の申請をするこ

とができないものとする。 

（補助事業の公表） 

第 15 条　市長は、第 10条の実績報告書の提出があった場合には、適切な方法によりその内容を公表

するものとする。 

（会計帳簿等の整理等） 



第 16 条 補助金の交付を受けた者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整理し、

補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して５年間保存しておかなければならな

（補則） 

第 17 条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附　則 

（施行期日） 

この要綱は、平成 27年 12 月１日から施行する。 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


